




宮崎県の概要

①

　宮崎県は、九州の南東部に位置し、北は大分県、西は熊本県、南西は鹿児島県、

東は太平洋に面しています。 県土面積は７,７３４k㎡で、九州では２位、全国

では１４位の広さです。

　平地としては、宮崎平野と、都城・小林盆地を有し、西に九州山脈、霧島火山脈

がそびえ、これらを水源に大淀川､五ヶ瀬川、小丸川、耳川、一ツ瀬川などの河川

が太平洋に注ぎ、豊富な水資源を与えています。

　太平洋沿いの海岸線は約４００ｋｍにおよび、概して屈曲に乏しいものの、

青島海水浴場をはじめとした多くの海浜と、細島港（県北）、宮崎港（県央）、油津

港（県南）などの港湾を有しています。

位置図
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項 目 宮崎県 全国順位
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平均気温(平年値)℃

降水量(平年値)mm 

総面積 ｋｍ　

※総面積 ：国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
（令和7年1月1日現在）

※平均気温、降水量 ：気象庁「主な新平年値のデータ表」　（令和3年）

※世帯数 ：総務省統計局「令和2年国勢調査」 （令和2年10月1日現在）
※その他 ：総務省統計局「人口推計」 （令和6年10月1日現在）
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宮崎の河川・海岸の概要

 ②

　宮崎県の河川は、そのほとんどが九州南部の脊梁山脈を分水嶺として東

流し、日向灘に注いでいます。

　一級水系としては、大淀川水系外４水系２４１河川、二級水系は、一ツ瀬川

水系外５２水系２３９河川あり、合計では、５８水系４８０河川、総延長２,７９

７ｋｍ余りあります。

　知事管理区間の要改修河川延長は、１,０８８ｋｍにのぼり、これは管理延

長の４１.０％に当たります。

　そのうち、改修済延長は、５４６.９ｋｍで、整備率は５０.６％です。

管理者名

市町村長 準用河川

種　　別 水系数 河川数
河川延長

（令和７年４月１日現在）

注1)国土交通大臣管理の水系・河川数については、４水系１５河川が知事管理河川と重複している。

（㎞） （㎞）
（㎞）

要改修延長
令和6年度末

一級河川
（指定区間外）

一級河川

ニ級河川

計

４

５

５３

１７ １４５．６

２５４．６ ４８．５

２９６．３ ５２．６

５５０．９ ５０．６

１,３６６．５ ５２５．４

５６３．０１,２８５．１

１７３．２

２,６５１．６ １,０８８．４

２,７９７．２

２３９

２３９

４７８

４８０

１０８

５８

５８

２１

（指定区間）

改修済延長 改修率
（％）

国土交通大臣

知　　事

合　計

◆大淀川
※国土交通省　提供

１６市町村

河川の概況と整備状況



宮崎の河川・海岸の概要

③ 

所　管　名 

水管理・国土保全局

港　　　　湾　　　　局

農　村　振　興　局

水　　　　産　　　　庁

計

海岸線総延長
（ｍ）

海岸保全区域
指 定 済 延 長

（ｍ）

令和 ５年度末
施 設 延 長

（ｍ）

１９３,７５４

２６,８２６

２９,２５３ ２２,７６２

１８,０１４

４,５９６

２９,１７３

７４,５４５

６,４１２

４３,４３４

１０５,９２５

９４,１５２

６,４１７

１１１,６３２

４０５,９５５

（令和６年３月３１日現在）

　宮崎県の海岸は、海食崖を連ねる北部及び南部に対し、中央部は砂

丘海岸が発達し直線的で単調な海岸です。

　海岸線総延長４０６ｋｍのうち、水管理・国土保全局所管の海岸線

は１９３.８ｋｍあります。このうち海岸法による海岸保全区域に指

定されているのは２９.３ｋｍであり、令和５年度末の対策済み延長

が２２.７ｋｍです。

◆住吉海岸

海岸の概況と整備状況



宮崎の河川・海岸の概要

 ④

多　　　目　　　的　　　ダ　　　ム

治　　　水　　　ダ　　　ム多目的ダム

県管理ダム

３３，９００

１０，３００

貯
　
水
　
容
　
量

ダ
 

ム
 

諸
 

元

(ｍ3)

岩 瀬 川 三 財 川 祝 子 川

１．１４）接直３．８４１）接直０．７８）接直０．１８）接直

０．２７５

重　力　式
コンクリート

１．９５ １．３６ ０．９４７ １．０２ ４．１３ ０．３８７

直接）４５．２

間接）６２．１ 間接）１４．０ 間接）　　１．０

祝　　子

川瀬ヶ五川瀬ツ一川　　淀　　大川　丸　小

渡　　川 小 丸 川 本 庄 川 綾 北 川 綾 北 川

松　　尾 綾　　南 綾　　北 田代八重 岩　　瀬 立　　花渡　　川

間接）２９．４ 間接）　４．９
３０４．１

１．５４

重　力　式
コンクリート

６２．５ ６８．０ ６４．０ ７５．３ ６４．６ ５５．５ ７１．３ ６０．０

重　力　式
コンクリート

重　力　式
コンクリート

ﾄﾞｰﾑ型ｱｰﾁ式

コンクリート
重　力　式
コンクリート

重　力　式
コンクリート

重　力　式
コンクリート

１３１．５ ３５４．０

１９６．０

１４２，５７４ １６８，２００ １４２，０００ ７５，４００ ２１１，８００ ９８，０００ １７５，６００ １３２，０００

１６５．５ １９４．２ １９０．３ ２１６．０ １５５．０ １９３．５１７３．０

３３，６９９ ３３，９００ １８，８００ １４，２７０ ４１，０００ ８，４８０ ４，８６４

４５，２０２ ３８，０００ ２１，３００ １９，２７０ ５７，０００ １０，０００

堆  砂  容  量

(千ｍ3)
調　節　方　式

(ｍ)

堤　 頂 　長

(ｍ)

堤　 体　 積

４，１００

１，９７０ ６，１８９ １，３００ １，８００ ５，０００ ７，０００ ５３４ ９１０

１０，８４２ １４，５００ ７，９００ １１，０００ ３５，０００ ５，８００

５，７７４

２９，９００

自然調節 一定開度 一 定 量 一定開度

○ ○ ○ ○ ○ ○

一 定 量 一 定 量 一定開度 一定率一定量

１８，６００kW

○ ○

○○○○○目
　
　
的

堤　　　　 高

６０，０００m
3
/日

S２６～S３１ S１４～S２６ Ｓ３０～Ｓ３３ Ｓ３２～Ｓ３５ Ｓ４８～Ｈ１２ Ｓ３９～Ｓ４２ Ｓ３５～Ｓ３８ Ｓ４４～Ｓ４７

１３，４００kW １７，３００kW

総 貯 水 容 量

(千ｍ3)
有効貯水容量

(千ｍ3)
洪水調節容量

(千ｍ3)

ダ　　ム　　名

水　　　　　 系

河　　川　　名

集　水　面　積

(㎞2)
湛　水　面　積

(㎞2)

形　　　　 式

洪 水 調 節 (Ｆ)

流水の正常な
機能の維持(Ｎ)

発         電(Ｐ)

水 道 用 水(Ｗ)

工 業 用 水( Ｉ )

建　設　年　度

６０，０００m
3
/日

１２，０００kW ２２，２００kW １３，０００kW １２，０００kW ５，８００kW

堤　　　　 高

(ｍ)

堤　 頂 　長

(ｍ)

堤　 体　 積

(ｍ3)

総 貯 水 容 量

(千ｍ3)

有効貯水容量

(千ｍ3)

洪水調節容量

(千ｍ3)

堆  砂  容  量

(千ｍ3)

洪 水 調 節 (Ｆ)

洪水の正常な
機能の維持(Ｎ)

発         電(Ｐ)

瓜　　　田 沖　　　田 長　　　谷ダ　　ム　　名

水　　　　　 系

河　　川　　名

集　水　面　積

(㎞2)

湛　水　面　積

(㎞2)

日　　　南 広　　　渡

広　渡　川 広　渡　川

０．４１ ０．３８

大　淀　川 沖　田　川 一ツ瀬川

酒　谷　川 広　渡　川 瓜　田　川 沖　田　川 三　納　川

５９．２ ３４．４ ４．４ ８．８ １１．８

０．０７ ０．２６５ ０．１４

形　　　　 式
ダ
 

ム
 

諸
 

元

重　力　式
コンクリート

重　力　式
コンクリート

重　力　式
コンクリート

重　力　式
コンクリート

　　１８９．０ 　　１７０．０ 　　１６０．４ 　　１１１．０ 　　１４３．０

１９１，０００ １５６，０００ １００，２００ 　３８，０００ １２８，０００

重　力　式
コンクリート

　　　４７．０ 　　　６６．０ 　　　４２．０ 　　　３６．０ 　　　６５．０

　　２，２５０

　　４，６４０ 　　５，３５０ 　　　　６２０ 　　２，３５０ 　　１，６５０

調　節　方　式

貯
　
水
　
容
　
量

　　６，０００ 　　６，４００ 　　　　７２０ 　　２，７５０

　　４，０００ 　　４，４００ 　　　　５４０ 　　２，２５０

建　設　年　度

目
　
的

○ ○ ○

　　１，６００

　　１，３６０ 　　１，０５０ 　　　　１００ 　　　　４００ 　　　　６００

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

自然調節 自然調節 自然調節 自然調節 自然調節

５２０kW

Ｓ４６～Ｓ５９ Ｓ５６～Ｈ６ Ｓ５９～Ｈ１０ Ｓ４９～Ｈ１４ Ｓ４７～Ｓ５６



宮崎の河川・海岸の概要

⑤ 

県管理以外のダム

堤高≧１５ｍ

ダム名
完成
年度

水   系 河川名 形式
堤   高

(m)
堤頂長

(m)
堤体積

(千m3)

総貯水容量

(千m3)

有効貯水容量

(千m3)
目的

発電所名
最大出力(kw)

管理者

大淀川
第  一

S36 大淀川 Ｇ ４７．０ １７８．６ １１２．１ ８，５００ ２，９５０ Ｐ
大淀川第一
５５，５００

九州電力(株)

高   岡 S6 大淀川 Ｇ ３８．９ １２４．２ ６９．６ １２，４６４ ３，９８４ Ｐ 〃

第   二
調整池

S6 大淀川 Ｇ ２１．８ １４９．１ １７．６ ２４２ ２３０ Ｐ 〃

古   賀
根   橋

S33 綾北川 Ｇ ３２．０ １０８．０ ２７．１ １，３８１ ４１６ Ａ・Ｐ
綾第二

２８，０００
宮崎県企業局

薩摩原 T5 北俣川 Ｅ ２３．６ １２９．０ １６１．６ ２，０９０ １，６７２ Ａ
薩摩原

土地改良区

天   神 H13 境   川 Ｒ ６２．５ ４４１．７ ２，２２０．０ ６，７００ ６，２００ Ａ 宮崎市

広   沢 H11 浦之名川 Ｇ ６２．６５ １９９．０ １６７．０ ５，１００ ３，８００ Ａ 宮崎市、小林市、綾町

浜ノ瀬 H28 岩瀬川 Ｇ ６３．０ １９４．０ ２１３．０ １０，３００ ７，５００ Ａ 西諸土地改良区

木ノ川内 H21 木之川内川 Ｒ ６４．３ ４０９．７ １，５０１．０ ６，２７０ ６，０００ Ａ 都城市、三股町

寒   川 S38 三財川 Ｇ ３３．５ ６３．２ ２１．５ ７１６ ３７２ Ｐ
三   財
８，８００

宮崎県企業局

一ツ瀬 S38 一ツ瀬川 Ａ １３０．０ ４１５．６ ５５５．０ ２６１，３１５ １５５，５００ Ｐ
一ツ瀬川

１８０，０００
九州電力(株)

杉   安 S37 一ツ瀬川 Ａ ３９．５ １５６．０ ４０．４ ８，７６５ ２，２４７ Ｐ
杉   安

１１，５００
〃

戸   崎 S18 小丸川 Ｇ １８．０ １１５．０ ２５．８ １，２７３ ７２４ Ｐ
石河内第二
１８，０００

〃

川   原 S15 小丸川 Ｇ １９．２ １５０．０ ３４．０ ３，２２０ １，２００ Ｐ
川   原

２１，６００
〃

大瀬内 H19 大瀬内谷川 Ｒ※1 ６５．５ １６６．０ ８６０．０ Ｐ 〃

かなすみ H19 大瀬内谷川 Ｒ※1 ４２．５ １４０．０ ３９０．０ Ｐ 〃

石河内 H19 小丸川 Ｇ ４７．５ １８５．０ １３４．０ ６，９００ ５，６００ Ｐ 〃

高   鍋
防   災

S42 宮田川 Ｅ ２５．５ １７９．１ １８６．１ １，１９４ ９９６ Ｆ 高鍋町

切   原 H24 切原川 Ｇ ６１．３ ２２７．０ ２３０．０ ２，０４０ １，９００ Ａ 川南町、高鍋町、都農町

青   鹿 S33 平田川 平田川 Ｅ ３１．３ ６５．５ １９２．０ ９４０ ８４０ Ａ 川南町、高鍋町、都農町

上椎葉 S30 耳川 Ａ １１０．０ ３４１．０ ３９０．４ ９１，５５０ ７６，０００ Ｐ
上椎葉

９３，２００
九州電力(株)

岩屋戸 S16 耳川 Ｇ ５７．５ １７１．０ １４５．０ ８，３０９ ４，３００ Ｐ
岩屋戸

５２，０００
〃

塚   原 S13 耳川 Ｇ ８７．０ ２１５．０ ３６３．６ ３４，３２６ １９，５５５ Ｐ
塚   原

６７，０５０
〃

宮の元 S35 七ツ山川 Ａ １８．５ ８７．４ ４．３ １４１ ６２ Ｐ 〃

諸   塚 S35 柳原川 Ｈ ５９．０ １４９．５ ３９０．４ ３，４８４ １，２６０ Ｐ 〃

山須原 S6 耳川 Ｇ ２９．４ ９１．１ ２３．２ ４，１９４ １，１４０ Ｐ
山須原

４１，０００
〃

西   郷 S4 耳川 Ｇ ２０．０ ８４．５ １３．３ ２，４５２ １，２２３ Ｐ
西   郷

２７，１００
〃

大内原 S31 耳川 Ｇ ２５．５ １５２．６ ３４．６ ７，４８８ １，２２４ Ｐ
大内原

１６，０００
〃

門   川
防   災

S46 鳴子川 鳴子川 Ｒ ３１．０ １７７．０ １６１．０ ７３７ ６０７ Ｆ 門川町

西   畑 S33 網之瀬川 Ｇ ２３．７ ８７．５ １８．６ － － Ｐ
新菅原
７，５００

九州電力(株)

下   赤 S37 北   川 Ｇ １７．８ １５３．０ ９．２ ４８０ ３００ Ｐ
下   赤
１，７００

大分県企業局

浜   砂 H4 祝子川 Ｇ ４２．７ ８６．０ ３０．０ ２，４３０ ９１８ Ｐ・Ｉ
浜   砂
２，４００

宮崎県企業局

星   山 S17 五ヶ瀬川 Ｇ ３０．５ １４２．０ ４４．２ ３，０２９ ９４１ Ｐ
星   山

１２，２００
旭化成(株)

桑野内 S30 五ヶ瀬川 Ｇ ２６．５ ９６．４ １７．８ ９６１ ２６２ Ｐ
桑野内
６，４００

九州電力(株)

芋洗谷
調整池

S5 芋洗谷川 ＧＡ ２５．５ ６９．７ ７．５ ６１ ３６ Ｐ
高千穂

１４，４００
ＪＮＣ(株)

※型式　Ｇ：重力式コンクリートダム　Ａ：アーチ式コンクリートダム　Ｈ：中空重力式コンクリートダム　Ｅ：アースダム　Ｒ：ロックフィルダム
※目的　Ａ：かんがい　Ｐ：発電　Ｆ：洪水調節　Ｉ：工業用水　Ｎ不特定　　　　　　　　　　　　　　　　　※1　アスファルトフェイシングフィルダム

大淀川第二
７１，３００

６，２００ ５，６００
小丸川

１，２００，０００

諸   塚
５０，０００

大淀川

一ツ瀬川

小丸川

耳川

五ヶ瀬川



宮崎の河川・海岸の概要

 ⑥

一級河川
二級河川
多目的ダム（県管理）

治水ダム（県管理）

利水ダム

県内のダム位置

凡　　　例

一級河川
二級河川
多目的ダム（県管理）

治水ダム（県管理）

利水ダム



施策方針

⑦ 

【基本方針】

　県では、災害に強い県土づくり、危機管理体制の強化、豊かな自然と生物多様性

の確保のため、社会資本整備重点計画及び宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラ

ン」に基づき施策の展開を図ります。

　家屋の浸水被害など水害の多発している河川等、緊急性の高い河川から重点的に

整備を進めています。

　その取り組みとしては、河川拡幅や築堤工事を行う広域河川改修事業、総合流域

防災事業等を行っているほか、輪中堤、宅地嵩上工事等を行う土地利用一体型水防

災事業を実施しています。

H30.3H17.9

R5.1R4.8 三財川（西都市）広域河川改修事業（河道掘削）

着手前 完成後

着手前 完成後

五ヶ瀬川（川水流地区）水防災事業（輪中堤）五ヶ瀬川（川水流地区）

三財川（西都市）

安全で安心な県土づくり

治 水 対 策

H17.9

着手前

五ヶ瀬川（川水流地区） H30.3

完成後

五ヶ瀬川（川水流地区）水防災事業（輪中堤）

R4.8

着手前

三財川（西都市） R5.1三財川（西都市）広域河川改修事業（河道掘削）

完成後



施策方針

 ⑧

（耳川水系の事例）

行
動
計
画　

（
役
割
分
担
）

基
本
的
な
考
え
方

（
目
指
す
べ
き
方
向
）

山地

領域

ダム

領域

河道

領域

河口

海岸

領域

耳川水系総合土砂管理計画

各

領

域

の
問

題

・
課

題

②ダム・河道領域ＷＧ

※各WGの委員：学識経験者，地域の方々，行政機関，関係機関【九州電力，漁業協同組合（海域，

　内水面），耳川広域森林組合】

耳川水系総合土砂管理に関する技術検討会

①河口・海岸領域ＷＧ ③山地領域ＷＧ

学識者

民間

行政

地元

説明会

技術ワーキング

宮崎県における総合土砂管理の取り組み

総合土砂管理計画策定の仕組み

　耳川水系では、平成 17 年の台風 14 号により、流域市町村で甚大な浸水被害が発生し、河川

やダムへ流入してくる土砂の堆積がその原因の一つとなっていたことから、山地を含めた流域

全体での総合土砂管理について検討していくことが、大きな課題となっていました。

　そこで、耳川水系の山地からダム、河川、河口域までの土砂に起因する様々な問題・課題に

対して、関係機関と情報を共有しながら連携・協力し、総合的な土砂管理の課題解決に向けて、

関係市町村、関係者、地域の方々を含めて議論を行い、「耳川をいい川にする」ため、流域共

通の目標である「基本的な考え方」と、役割分担を明確にした「行動計画」とで構成された「耳

川水系総合土砂管理計画」を平成 23年10 月に策定しました。　

　土砂に起因する様々な課題解決に向けて、山地から海岸まで流域全体を対象として技術的に

検討することを目的とした「耳川水系総合土砂管理に関する技術検討会」を設置しました。

　また、土砂に起因する課題の解決には、流域全体で一貫した取り組みを地域住民・関連機関

が共通認識のもとに連携して実施する必要があることから、技術検討会の作業部会として住民

参加型の技術ワーキングを３領域（河口・海岸／ダム・河道／山地）で実施しました。

　技術ワーキングでの議論内容は、技術検討会に展開し、また、地元説明会を実施し、地域住

民との合意形成を図りました。

総 合 土 砂 管 理 の 取 り 組 み



施策方針

⑨ 

　水防は、洪水・津波又は高潮による

被害を軽減し、公共の安全を保持する

事を目的としています。県では、水防活

動が円滑に行われるように毎年、県水

防協議会に諮って、水防計画を定めて

います。

　知事は、水防法第 10 条第１項の規定

により宮崎地方気象台長から気象状況

の通知を受けた場合において、洪水・

津波又は高潮等のおそれが著しく高い

時で、水防の推進を図る必要があると

認める時は、宮崎県水防本部を県庁内

に置き、水防業務の総括にあたること

にしています。

　なお、水災に関して宮崎県災害対策

本部が設置された場合は、その一環と

して、同時に水防本部が設置されるこ

とになっています。

　水防は、時間との闘いであるとも言

われています。情報を迅速かつ正確に

関係機関に伝達することが重要な課題

となっています。このため、県の水防計

画で情報伝達系統等について定めてい

ます。

　県では、市町村と一体となって、各種

水防工法等の訓練を実施しています。

（大淀川水防訓練の状況）

（宮崎県災害警戒本部）

水防組織

本 部 長

（部長）県土整備部長

（　　　　　）

（班長）河川課長（河川班）
砂防課長（砂防班）

副本部長
知 事
副知事

宮崎県災害対策本部

宮 崎 県 水 防 本 部

指　　　揮　　　班

水防管理団体（市町村）

西　臼　杵　支　庁
土　木　事　務　所
港　湾　事　務　所

宮
崎
地
方
気
象
台

災

害

対

策

本

部

報道機関

港湾事務所

水防本部

農林振興局

国 土 交 通 省
宮崎河川国道事務所

国 土 交 通 省
延岡河川国道事務所

九 州 電 力 ㈱ 宮 崎 支 店
旭化成㈱延岡支社

用排水路・ため池
干拓堤防等管理者

国土交通省
川内川河川事務所

京町出張所

西臼杵支庁
土木事務所
(ダム管理所） 住

民

情報の受領伝達系統図

土木事務所駐在

国土交通省川内川河川事務所

水防管理団体

鹿
児
島
地
方
気
象
台

水防計画

水防組織

情報伝達

水防訓練

危 機 管 理 ( 水 防 活 動 )



施策方針

 ⑩

●雨量情報

　 雨量観測所で観測し

た現況雨量や基準雨量

の超過状況を、 一覧表

やグラフに表示します。

●監視カメラ映像

　 県内に設置した河川

監視カメラ局の画像デ

ータをリアルタイムに提

供します。

●水位情報

   水位観測所で観測

した現況水位や基準

水位の超過状況を表

示します。

【画面イメージ】

　インターネット環境がない方でも、

防災情報データを取得できるよう、

ＮＨＫデータ放送に雨量、水位の

情報を提供しています。

　雨量や水位の情報を、オンタイム

で知りたい時に閲覧することができ

ます。

　 宮崎県は、全国有数の豪雨地帯であり、毎年のように洪水による浸水被害や土砂災害に見

舞われています。

　 また、南海トラフ巨大地震による津波や、深層崩壊、さらには火山災害など、全国的に見ても

大規模災害のリスクの高い環境下にあります。

　 このため宮崎県では、水防活動や土砂災害の発生監視に不可欠である雨量 ・水位やカメラ

映像等の情報を県民や行政職員に提供し警戒避難態勢の整備を支援する 「宮崎県総合河

川砂防情報システム」を構築 ・運用し、危機管理体制の強化を図ります。

危機管理（ソフト対策）

被害軽減のためのソフト対策（宮崎県総合河川砂防情報システム）

地上デジタル放送を活用した河川防災情報提供について



施策方針

⑪ 

狭上

カメラ　 ６６台

雨量局 １６９基

宮崎県総合河川砂防情報システム設備位置図（１）
令和7年4月現在



施策方針

 ⑫

１０９基

８７台

征矢抜

木の峰橋

池王橋

 

着手前

オオヨドカワゴロモ

・・・カワゴケソウ科の植物で、大淀川水系のみ生育しており、環境省指定の
絶滅危惧種で、 となっている。

宮崎県総合河川砂防情報システム設備位置図（2）
令和7年4月現在



施策方針

⑬ 

・高低差の大きい横断工作物により生物の
　生息空間が分断されていました。

・学識者や生物の専門家を交えた現地で
　の検討会を行いました。

・階段状の魚道のほかスロープ式
　の魚道なども設けて様々な生物
　が移動できるように配慮しました。

・沿川地域の子供達を交えたモニタ
　リング調査を行っています。

・階段状の魚道のほかスロープ式

着手前着手前

■浦之名川

 

・環境省指定の絶滅危惧種であるオオヨドカワゴロモの移植試験を実施した。

・自生しやすいよう周辺の石を設置し経過観察した結果、石への付着が確認できた。

 

 

貴貴重重生生物物のの生生息息環環境境をを創創出出  

■オオヨドカワゴロモ ■岩瀬川 ■オオヨドカワゴロモの石への付着 

オオオオヨドカワゴワゴロモロモオオヨドカワゴロモ

・・・カワゴケソウ科の植物で、大淀川水系のみ生育しており、環境省指定の 
絶滅危惧種で、平平成成２２８８年年３３月月にに国国指指定定天天然然記記念念物物となっている。 

オオヨドカワゴロモ

　河川が有している自然の復元力を活用し、河川の自然の営みと治水対策の調和を図る

多自然川づくりを推進するとともに、河川が多様な生物の生息・生育の場であることに

配慮した河川整備を行っています。

スロープ式魚道
・多様な流れを創出し、様々な生物の移動
　空間を確保しました。

自然環境に配慮した川づくり　～多自然川づくりの推進～

良好な自然環境・生活環境の保全



施策方針

 ⑭

●河川愛護・海岸愛護

 きれいな水と海は、かけがえのないわた

したちの財産です。

　この大切な川と海を守るため、県では、

常日頃から河川等を定期的に巡視しなが

ら、汚物等の投棄、不法占用等の防止に努

めるほか、毎年 7月には河川愛護月間及び

海岸愛護月間として、官民協働で河川・海

岸での美化活動や適正な利用に関する啓

発を行っています。　

　また、地域住民に愛護活動の実施を呼び

かけており、多数の市民団体等の参加、協

力により河川及び海岸の環境美化活動が

行われています。

●河川愛護ポスターの募集

　河川愛護月間（７月）の行事として、小、
中、高生を対象に河川愛護ポスターを募集
しています。毎年多数の応募があり、河川
愛護運動の推進に大きな役割を果たして
います。応募作品のうち入賞作品について
は、月間中に開催するポスター展で展示し
ています。

●水辺の活動・安全利用促進事業

　県民の川や海への関心を高め、愛護意識

の醸成及び水辺の活動における安全意識

の向上に資する市町村や民間団体の取組

に対して助成を行っています。

住吉海岸

大淀川

河 川 愛 護・海 岸 愛 護

② 被害対象を減少させるための対策

➠
➠

➠
※

➠
➠



施策方針

⑮ 

宮崎県における流域治水プロジェクト

流域治水とは

②② 被害対象を減少させる被害対象を減少させるためのめの対策② 被害対象を減少させるための対策

③ 被害の軽減、早期復旧･復興のための対策

① 氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
【集 ⽔ 域】 ⾬⽔貯留機能の拡⼤

【河川区域】 持続可能な河道の流下能⼒の維持･向上
流⽔の貯留
氾濫⽔を減らす

【氾濫域】 リスクの低いエリアへ誘導
住まい⽅の⼯夫
浸⽔範囲を減らす

【氾濫域】 ⼟地のリスク情報の充実
避難体制を強化する
経済被害の最⼩化
住まい⽅の⼯夫
被災⾃治体の⽀援体制の充実
氾濫⽔を早く排除する

流域治⽔とは、気候変動の影響による⽔災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダムの再⽣な
どの対策をより⼀層加速するとともに、集⽔域（⾬⽔が河川に流⼊する地域）から氾濫域（河川等の氾
濫により浸⽔が想定される地域）にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して⽔災害対策を⾏う考
え⽅です。

➠河川管理者をはじめとする流域の関係者で構成する協議会を設置
➠流域全体で実施すべき治⽔対策の全体像を「流域治⽔プロジェクト」として
策定・公表し、流域治⽔を推進する取組を⾏っていく。

⽅針

➠河川整備計画に基づき整備を⾏っている⽔系、事前放流を実施している⽔系
（※あくまで優先して取り組むこととしており、その他についても必要に応じ取り組み可能。）

対象

➠国・県・市町村・企業
➠河川・下⽔道・都市計画・砂防・建築住宅・防災・農政・林務など

関係者

【⽬的】流域治⽔を計画的に推進するための協議、情報共有を⾏う場
▸流域治⽔の全体像を共有、検討
▸流域治⽔プロジェクトの策定と公表
▸実施状況のフォローアップ

【組織】各協議会規約の協議会構成のとおり

【⽬的】流域の課題を踏まえつつ、流域治⽔プロジェクトに記載する具体的なメニューを検討
【組織】各協議会規約の幹事会構成のとおり

流域治⽔協議会

流域治⽔協議会幹事会 幹事会の設置 議論内容の報告

県内すべての⽔系



施策方針

 ⑯

宮崎県における流域治水の取組　【県内水系数：58水系】

流域治水プロジェクト 2.0　～流域治水の加速化・深化～

 2℃に抑えるシナリオでも2040年頃には 降雨量が約1.1倍、

流量が1.2倍、洪水発生頻度が2倍になると試算

現行の河川整備計画が完了したとしても治水安全度は目減り

グリーンインフラやカーボンニュートラルへの対応

インフラDX等の技術の進展

現状・課題 必要な対応

気候変動下においても、目標とする治水安全度を

現行の計画と同じ完了時期までに達成する

あらゆる関係者による、様々な手法を活用した、

対策の一層の充実を図り、流域治水協議会等の関

係者間で共有する。

必必要な対応のイメージ

気候変動
シナリオ

降⾬量
（河川整備の基本とする洪⽔規模）

２℃上昇 約1.1倍

全国の平均的な
傾向【試算結果】

流量
約1.2倍

降雨量が約1.1倍となった場合

様々な手法の活用イメージ

同じ治水安全度を確保するためには、
目標流量を1.2倍に引き上げる必要

流量

期間

目標とする
完了時期

現在

同じ治水安全度

＝

＜気候変動に対応し
た計画＞
6000トン

（50年に一度の洪水）

＜現行計画＞
5000トン

（50年に一度の洪水）

◆治水施設の多面的機能の活用
・平時における遊水地内の利活用
・MIZBEステーションの整備
（防災×賑わい創出）

◆溢れることも考慮した減災対策の推進
・粘り強い河川堤防の整備
・貯留機能保全地域における、
家屋のかさ上げ・移転

◆インフラDX等の新技術の活用
・洪水予測の高度化
・浸水センサの導入
・ドローンによる河川管理の
高度化・効率化

◆治水施設の多面的機能の活用
・ハイブリッドダムの取組推進

宮崎県内の⼀級⽔系では、気候変動の影響により当⾯の⽬標としている治⽔安全度が⽬減りすることを踏
まえ、流域治⽔の取組を加速化・深化させるため、必要な取組を反映させた「流域治⽔プロジェクト2.0」
に更新しました。

⇒現在の河川整備計画に基づく対策や流域における各取組を推進するとともに、気候変動を踏まえて追加で必要となる対策案の詳細につ
　いては、更に議論を深めていく。

※現行の計画と同じ完了時期までに目標とする治水安全度を達成するため、
　様々な手法を活用し、集中的に整備を進めることが必要

綾町

旧
高岡町

小林市

都城市

えびの市

高原町

西米良村

日南市

串間市

新富町

国富町

川南町

高鍋町

宮崎市

日向市
美郷町

椎葉村

延岡市

門川町

諸塚村

三股町

西都市

都農町

大淀川水系流域治水協議会

小丸川水系流域治水協議会

延岡土木事務所管内流域治水協議会

宮崎土木事務所管内流域治水協議会

浦尻川・沖田川・浦上川

小丸川

大淀川

➠ 11の協議会
➠ 58⽔系
・⼀級：５⽔系
・⼆級：53⽔系

➠➠ 11の11の11の協議会協議会協議会協議会協議会
➠ 58⽔系
・⼀級：５⽔系
・⼆級：53⽔系

➠ 11の協議会
➠

➠

58⽔系
・⼀級：５⽔系
・⼆級：53⽔系

五ヶ瀬川水系流域治水協議会

五ヶ瀬川

流プロ※１【R3.3月公表】
流プロ2.0※２【R6.3月公表】

川内川水系流域治水協議会

川内川

流プロ※１ 【R3.3月公表】
流プロ2.0※２【R6.3月公表】

古江川・市振川・中港川・
阿蘇川・熊野江川・須美江川

流プロ※１

【R3.8月公表】

二級水系

一級水系

凡例

流プロ※１

【R4.3月公表】

日向土木事務所管内流域治水協議会

五十鈴川・塩見川・耳川

丸バエ川・鳴子川・庄手川・
亀崎川・赤岩川・石並川・水無川

流プロ※１

【R3.8月公表】

流プロ※１

【R4.6月公表】

流プロ※１ 【R3.3月公表】
流プロ2.0※２【R6.3月公表】

流プロ※１ 【R3.3月公表】
流プロ2.0※２【R6.3月公表】

石崎川・清武川・加江田川

知福川・突浪川・内海川・
野島川・小内海川

流プロ※１

【R3.8月公表】

流プロ※１

【R4.3月公表】

日南・串間地区流域治水協議会

広渡川・市木川・福島川

鶯巣川・伊比井川・富土川・宮浦川・手洗川・
風田川・大浦川・隈谷川・細田川・潟上川・
贄波川

本城川・大納川・宮之浦川・都井川・永田川・
千野川

流プロ※１

【R3.8月公表】

流プロ※１

【R4.6月公表】

流プロ※１

【R4.6月公表】

西都・児湯地区流域治水協議会

一ツ瀬川

心見川・都農川・名貫川・
平田川

流プロ※１

【R3.8月公表】

流プロ※１

【R4.3月公表】

大分川･大野川水系流域治水協議会

大野川

流プロ※１【R4.6月更新】
流プロ2.0※２【R6.3月公表】

安楽川水系流域治水協議会

安楽川

流プロ※１ 【R5.2月公表】

流域治⽔プロジェクト(流プロ)

流域治⽔プロジェクト2.0(流プロ2.0)

※１

※2

⼀級⽔系： 5
⼆級⽔系：20
⼀級⽔系： 5

(水系毎)

(その他

水系)

(水系毎)

(その他

水系)

(水系毎)

(その他

水系)

(水系毎)

(その他

水系)

(水系毎)

(その他

水系)

(その他

水系)

(プロジェクト数)



河川事業等の予算

⑰ 

●補 助

●県 単

令和7年度県予算

予算の推移

必要な対応のイメージ
様々な手法の活用イメージ

＝

補助災害

補助海岸

補助公共　水防災

補助公共　河川通常

補助公共　ダム

議会費 1,184,649千円 0.17%

総務費
47,904,632千円

7.1%

民生費
106,135,261千円

15.8%

衛生費
27,578,932千円

4.1% 労働費
1,749,159千円

0.3%農林水産業費
54,853,868千円

8.2%

商工費
46,025,045千円

6.9%土木費
75,990,092千円

11.4%

警察費
30,129,400千円

4.5%

教育費
129,413,530千円

19.4%

災害復旧費
18,692,648千円

2.8%

公債費
73,817,851千円

11.0%

諸支出金
54,383,933千円

8.1%

予備費 100,000千円 0.01%

県会計予算
一般会計

667,959,000千円

管理課 1,925,743千円 2.23%

用地対策課 683,265千円 0.79%

技術企画課 483,127千円 0.56%

道路建設課
21,509,108千円

24.92%

道路保全課
16,693,192千円

19.34%

河川課
21,275,179千円

24.65%

砂防課
5,838,528千円

6.76%

港湾課
6,431,295千円

7.45%

都市計画課
5,430,567千円

6.29%

建築住宅課 2,802,948千円 3.24%

高速道対策局 3,252,968千円 3.88%

県土整備部
一般会計

86,325,920千円

県単災害

県単公共　自然災害

県単公共　河川その他

県単公共　河川改良

県単公共　ダム
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河川事業

 ⑱

　平成 9年の河川法改正に伴い、河川整備の計画制度が変更され、河川管理者が河川整備を実

施する場合は、河川整備の基本となるべき方針に関する事項について定めた「河川整備基本方

針」と具体的な河川整備に関する事項を定めた「河川整備計画」を策定することとなりました。

　新しい計画制度においては、治水・利水・環境の総合的な河川整備を推進するため、河川環

境の整備と保全を位置付けることや、地域の意見を反映した計画とすることが定められてい

ます。

　河川整備計画の策定にあたっては、学識経験者で構成する「宮崎県河川整備学識者懇談会」

や地域住民から意見を伺っています。

【河川整備基本方針】
（二級河川）

（一級河川指定区間）
（ニ級河川）

・耳川水系、広渡川水系、一ッ瀬川水系など 21 水系

【 河 川 整 備 計 画 】
・大淀川水系宮崎圏域、五ヶ瀬川水系北川圏域など７圏域１地区１河川
・耳川水系、広渡川水系、一ッ瀬川水系など 21 水系

明治29年（1896年）

近代河川法の誕生

治水

昭和39年（1964年）

治水・利水の体系的な
制度の整備
・水系一貫管理制度の導入
・利水関係規定の整備

治水 ＋ 利水

平成９年（1997年）

治水・利水・環境の総合的な河川
制度の整備
・河川環境の整備と保全
・地域の意見を反映した河川整備の
　計画制度の導入

治水 ＋ ＋利水 環境

内容　基本方針
　　　基本高水流量
　　　計画高水流量　等

内容　河川整備の目標
　　　河川工事、河川の維持の内容

河川整備基本方針（案）
の作成

原　案

河川整備計画（案）の決定

河川整備計画の決定・公表
河川整備基本方針
の決定・公表

学識経験者

地方公共団体の長

公聴会の開催等に
よる住民意見の反映

河
川
整
備
基
本
方
針

河 

川 

整 

備 

計 

画

河
川
工
事
・
河
川
の
維
持

河 川 整 備 の 計 画 制 度

河 川 法 改 正 の 流 れ

河川整備基本方針及び河川整備計画

県策定



河川事業

⑲ 

県内の河川整備基本方針及び河川整備計画策定状況

(近年整備計画を策定した河川)

R7.4.1現在

方針
策定年

流域面積
方針

確率年
基本高水流量 計画高水流量 圏域名

整備計画
策定年

河川名
整備計画
確率年 計画流量 計画期間

高岡上流
H22.7
H30.6

大淀川 1/50 5,100m3/s 概ね10年

小松川 1/50 58m3/s

山内川 1/30 108m3/s

大谷川 1/40 300m3/s

深年川 1/30 460m3/s

瓜田川 1/50 230m3/s

麓川 1/10 23m3/s

岩瀬川 1/50 1,480m3/s

東岳川 1/30 690m3/s

山田川 1/10 160m3/s

花の木川 1/50 190m3/s

横市川 1/30 860m3/s

新別府川
H27.9
H30.6

新別府川 1/50 480m3/s 概ね20年

五ヶ瀬川
H15.3
H22.1
H29.2

五ヶ瀬川 1/50 4,200m3/s 概ね10年

北川（下流） 1/25 4,000m3/s
北川（上流） 1/25 2,500m3/s

祝子川 H18.5 祝子川 1/50 1,250m3/s 概ね20年

西境川 1/30 140m3/s

長江川 1/30 360m3/s

大野川
H11.12
R5.12

1,465km2 1/100 13,500m3/s 11,100m3/s

耳川 H13.7 884.1km2 1/50 5,900m3/s 5,900m3/s 耳川
H16.6
H21.3
R6.3

耳川 1/40 5,900m3/s 概ね20年
平成17年
台風14号

6,500m3/s
（1/80）

石崎川 H14.5 72.5km2 1/50 800m3/s 　800m3/s 石崎川 H14.12 下村川 1/30 140m3/s 概ね10年

広渡川 1/50 2,650m3/s
H9年9月
台風19号

2,350m3/s
（1/20～30）
ダム戻し

酒谷川 1/50 1,100m3/s
H9年9月
台風19号

905m3/s
（1/20～30）
ダム戻し

戸高川 1/10 56m3/s

市木川 H14.5 29.8km2 1/30 280m3/s 280m3/s 市木川 H16.6 市木川 1/3 200m3/s 概ね10年 H20年9月

福島川 1/50 1,000m3/s

天神川 1/50 60m3/s

浦尻川 H15.4 10.1km2 1/30 160m3/s 160m3/s 浦尻川 H16.6 浦尻川 1/30 160m3/s 概ね10年

一ツ瀬川 1/50 5,500m3/s

三財川 1/50 1,600m3/s

三納川 1/50 750m3/s

南川 1/50 450m3/s

鬼付女川 1/50 270m3/s

追手川 1/30 30m3/s

熊野江川 H27.4 11.4km2 1/10 150m3/s 150m3/s 熊野江川 H27.8 熊野江川 1/10 150m3/s 概ね20年

沖田川 H27.4 40.3km2 1/50 400m3/s 220m3/s 沖田川 H27.8 沖田川 1/50 220m3/s 概ね20年

鳴子川 H27.4 15.7km2 1/30 290m3/s 290m3/s 鳴子川 H27.8 鳴子川 1/30 290m3/s 概ね20年

塩見川 H27.4 41.4km2 1/40 360m3/s 360m3/s 塩見川 H27.8 塩見川 1/40 360m3/s 概ね20年

赤岩川 H27.4 12.5km2 1/10 180m3/s 180m3/s 赤岩川 H27.8 赤岩川 1/10 180m3/s 概ね20年

清武川 H27.6 166.4km2 1/50 2,000m3/s 2,000m3/s 清武川 H27.9 清武川 1/50 2,000m3/s 概ね20年 S14年10月

加江田川 H27.4 53.8km2 1/10 600m3/s 600m3/s 加江田川 H27.8 加江田川 1/10 600m3/s 概ね20年

伊比井川 H27.4 14.0km2 1/10 190m3/s 190m3/s 伊比井川 H27.8 伊比井川 1/10 190m3/s 概ね20年

宮浦川 H27.4 9.7km2 1/10 150m3/s 150m3/s 宮浦川 H27.8 宮浦川 1/10 150m3/s 概ね20年

風田川 H27.4 6.7km2 1/10 120m3/s 120m3/s 風田川 H27.8 風田川 1/10 120m3/s 概ね20年

細田川 H27.4 78.7km2 1/50 800m3/s 800m3/s 細田川 H27.8 細田川 1/50 800m3/s 概ね20年

五十鈴川 H29.2 209.4km2 1/30 1,400m3/s 1,400m3/s 五十鈴川 H29.3 五十鈴川 1/10 1,100m3/s 概ね20年 H16年10月
1,336m3/s
(1/30)

庄手川 H29.1 6.63km2 1/30 110m3/s 110m3/s 庄手川 H29.3 庄手川 1/10 110m3/s 概ね20年

浦上川 H29.3 2.2km2 1/30 40m3/s 40m3/s 浦上川 H29.8 浦上川 1/10 35m3/s 概ね20年

気候変動の影響を踏まえたもの

4,700m3/s
(1/100)

平成17年
台風14号

H18年7月
出水

8,400m3/s
（1/100）
ダム戻し

二
級
水
系

11,700m3/s
H15.2
H28.7

H20.3
R5.12

6,800m3/s小丸川

既往最大出水

1/50広渡川

9,700m3/s

2,650m3/s

水系名

五ヶ瀬川
平成17年
台風14号

7,900m3/s
（1/100）

8,700m3/s

H13.7 330.4km2 2,950m3/s

H16.1
R3.10

河川整備基本方針

2,230km2 1/150

5,100m3/s

一
級
水
系

7,000m3/s

河川整備計画

1,820km2 1/100

1/100474km2

大淀川

7,200m3/s
H17.3北川

s/3m5911.22H川田宮 宮田川

H15.2

えびの H16.3

広渡川

都城

宮崎

H18.3
H30.6

概ね20年

一ツ瀬川

1/50

1/10

一ツ瀬川 H24.46,000m3/s

概ね20年

概ね10年

概ね20年H23.7

福島川
H16.3
H27.7

179.8km2

6,200m3/s1/70852.0km2

1/100 9,000m3/s

宮崎県区間なし

1,000m3/s

概ね20年

概ね20年1,000m3/s
H16.9
H27.9

福島川

川内川

概ね30年

S18年9月
1,000m3/s
(1/50)

H17年9月
台風14号

6,100m3/s
（1/70）
ダム戻し

H17年
台風14号

10,500m3/s
（1/150）
ダム戻し

H19.8 1,600km2

水水系系一一体体（（国国・・県県連連名名））のの
整整備備計計画画（（HH3300..66にに一一本本化化））
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治水対策（広域河川改修事業・総合流域防災事業）

●三財川 平成17年9月 平成17年9月

　洪水、高潮等による災害の発生を防止するため、築堤、河床掘削等の手法を適切に組

み合わせて、計画的に改修工事を行うことで、治水安全度の向上を図っています。

　平成１７年９月の台風１４号において、県内全域で約９,２００戸もの浸水被害が発生

しており、現在はこれらの浸水被害解消を重点的に取り組んでいます。

●耳川 平成17年9月耳川●三財川 平成 年9月

●山田川

●一ツ瀬川

◆出水状況◆

着手前 完成後

着手前 完成後

●山田川

● ツ瀬川

着手前 完成後

着手前 完成後
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　住宅の浸水被害が頻発している地域の特定空間で、土地利用状況

等を考慮し、河川沿いに連続堤防を建設する場合と比較して、効率

的かつ効果的である場合において、地域の意向を踏まえた恒久的治

水対策として、集落を輪中堤や宅地嵩上げ等で洪水から防護する治

水対策を実施します。

治水対策（土地利用一体型水防災事業）
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治水対策（広域河川改修事業・総合流域防災事業）



河川事業

㉓ 

地震･津波対策（地震･高潮対策河川事業）

津波･高潮･耐震対策河川事業における事業実施河川

長寿命化対策（河川メンテナンス事業）

・蛇谷川排水機場 ・庄手川防潮堰
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河川環境整備（総合流域防災事業）
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　耳川水系では、平成１７年の台風１４号による浸水被害が発生したことにより、耳川水系

の山地から河川、ダム、河口域までの土砂に起因する様々な問題・課題の解決に向けて、関

係市町村、関係者、地域の方々を含めて議論を重ね「耳川水系総合土砂管理計画」を平成２

３年１０月に策定しました。

　平成２４年度からは、地域住民も加わった「耳川水系総合土砂管理に関する評価・改善委

員会」を年に一度開催し、関係者が行動計画に基づき実施した行動の効果を評価し、必要に

応じて行動計画を改善していくこととしています。

①対策の実施

②モニタリング

③問題･課題の評価

委員会の検討領域

ＷＧ

地域住民

◆総合土砂管理の枠組み

④計画の改善

・役割分担・対策の改善

・モニタリング実施内容の改善

・評価方法の改善

・領域ごとに問題･課題を評価

・耳川通信簿とりまとめ

・行動計画の評価
・「６０」の行動計画を推進

耳川水系総合土砂管理計画

基本的な考え方

行動計画

耳
川
水
系
総
合
土
砂
管
理
に

関
す
る
評
価
・
改
善
委
員
会

地域住民

学識者

民　間

行　政

<

関
連
す
る
委
員
会>

宮
崎
県
中
部
流
砂
系
検
討
委
員
会

地域との情報共有と連携

広報誌「みみかわ河原番」（令和6年度発行 第１2号） 耳川フェスティバル in美郷（R6.8.6）

流域の小中学生による「五感を使った水辺の調査」

耳川水系における総合土砂管理の取り組み
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ダムに流入
する流量

流
量

洪
水
調
節
効
果

ダムに
貯留

ダムから放流する流量

時間

　ダムの目的には、大雨が降った時に一時的に流水を貯留し、下流の浸水被害を軽減することや、ダム

に貯めた水を利用する水力発電や、水道・工業・農業など様々な用水の補給があります。

　それぞれの目的に応じ、治水ダム、利水ダム、治水機能と利水機能を併せ持つ多目的ダムに大きく分

類されます。

　洪水調節による下流域の洪水被害の軽減や、

渇水補給による河川環境の保全を目的としてい

ます。

　洪水調節による下流域の浸水被害の軽減や、

渇水補給による河川環境の保全の治水目的と、

発電や水道用水、工業用水、農業用水等の確保

の利水目的をあわせ持っています。

　発電や水道用水、工業用水、農業用水等の確

保を目的としており、それぞれの事業者が必要

に応じて建設します。

　洪水調節が目的ではないので、洪水時はダム

から水がそのまま流れ洪水を調節する機能はあ

りません。

　大雨が降ると一度に多量の水が河川に流れ込

み、河川が安全に流せる量を超えると河川が氾

濫し大きな被害が発生します。そこで、河川が

安全に流せる量まで流水を低減し浸水被害を軽

減するために、右図のようにダムに流入する流

量の一部を一時的にダムに貯留し、ダムから放

流する流量を調節します。

　洪水調節を行うダムは放流量をゲートで操作

するダムと、ゲートのないダム（自然調節方

式）に分けられます。また、調節の方法は下流

河川の整備状況や流域の特性に応じて決められ

ます。

ダムの目的

洪水調節について

◆治水ダム

◆利水ダム

◆多目的ダム
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◆ダム管理事業

・ダム本体 ・ダム湖

点   検

計   測 ・漏水量 ・揚圧力 ・変位 ・濁度 ・水温

・ダムなどの機械設備 ・電気設備
ダム周辺で震度４以上の地震発生時は速やかに臨時点検

・ゲートなどの機械設備 ・電気通信設備

・ダムメンテナンス事業 ⇒ダム管理施設の改良

県単事業

補助事業

・ダム施設管理事業 ⇒ダム管理施設の点検、部品交換、観測

・ダム施設改良事業 ⇒ダム管理施設の改良、修繕

・ダム管理費 ⇒人件費、借地料、旅費、燃料費等

巡   視

補補修・更新

●計測　　　(濁度測定) (漏水量測定)

●設備点検(ゲート電力盤点検) ●巡視　　　(ダム施設)

●設備更新 (放流設備改良工事)

●巡視 (ダム施設)

平常時のダム管理
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・管理事務所で警戒体制

・機器の点検

・気象情報等の収集

◆放流開始前

◆洪  水  時
・雨量予測 ・情報収集・流量計算 ・ゲート操作 ・雨量、水位記録

・関係機関への連絡

◆洪水が予想
される時

・下流域へのサイレンや、警報車でパトロール ・関係機関への連絡

●ゲートの操作 ●気象・水象等の情報収集

●放流状況 ●サイレンの吹鳴

●ゲ トの操作

●サイレンの吹鳴●放流状況

●気象 水象等の情報収集

補修・更新

洪水時のダム管理
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＜河川災害の場合＞

（被害発生） （災害復旧事業） （改良復旧事業）

＜道路災害の場合＞

（被害発生） （災害復旧事業） （改良復旧事業）

･護岸が被災 ･被災箇所のみ原形復旧 ･脆弱部・狭窄部を含む
一連区間を改良

･道路法面が崩壊 ･被災箇所のみ原形復旧 ･被災箇所を橋梁によりショート
カットし、再度被災防止と法線
是正を行う

異
常
気
象
発
生

          

被
害
発
生

土
木
施
設
の

          

復
旧
は
？

土
木
施
設
の

災害復旧事業

改良復旧事業

災害復旧事業

改良復旧事業

　　異常な天然現象により、管理している公共土木施設（河川、道路等）
  が被害を受けた場合に、速やかな復旧を図り、公共の福祉を確保するこ
  とを目的とした事業です。

　　　河川等の未改修区間が大きく災害を受けた場合に、未被災箇所も
含めて一定の計画に基づき、改良を加えて復旧する事業です。

or

災害復旧事業及び改良復旧事業の概要

災害復旧と改良復旧事業のイメージ
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＜ えびの市　湯の川（小林土木事務所施工）＞

被災時 復旧後

被災時 復旧後

＜ えびの市　湯の川（小林土木事務所施工）＞

被災時 復旧後

＜えびの市  大河平上村線（えびの市施工） ・　川内川（小林土木事務所施工）＞

　斜面が崩壊し、道路と河川が被災を受けたため、えびの市が道路災として法面工・兼用護岸等を
施工し、県が河川災として埋そく土の撤去を行っています。

公共土木施設災害決定金額の推移

災害復旧の事例

県　　工　　事

市　町　村　工　事

決定金額
（百万円） 査定決定金額 （過去 30 年間）
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＜川南町 平田川（高鍋土木事務所施工）＞

被災箇所の復旧時、河積拡大による流下能力の向上と未災箇所の巻堤、ぜい弱な残存施設の

補強等により浸水被害の軽減を図っております。

　

＜延岡市　五ヶ瀬川（延岡土木事務所施工）＞

井手ノ上橋より下流側 井手ノ上橋より上流側

　

＜平成２３年の新燃岳噴火時は、都城土木管内にて災害復旧事業として降灰除去を行いました。＞

被災時

降灰堆積状況

新燃岳の噴火

下下水処理場

2330

1000

張
芝

倉庫

D.H.W.L

1:
1.
5 1:1.5 1:2

.0

1:
1.
0

石張工（石材25㎝練張）
止コンクリートH=700

コンクリート舗装工t=15㎝

石張工（石材25㎝練張）

ブロック張

3000

張芝 張芝
張芝張

芝

1
0
0
0

8
0
0

8
0
0

1
0
0
0

堆積土
G

倉庫

D.H.W.L
1:
2.0

1:2.0 ▽H5計画高水位

▽H5計画河床高

1:5.0

1:
1.
0

1:2
.0

1:2.0

基礎コンクリート

裏込材

天端コンクリート

石張工（石材25㎝練張）

ブロック張

覆土

＜災害横断図＞

＜改良横断図＞

改良復旧事業の事例

被災時 復旧後
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目的

防護

旧海岸法（昭和31年）

目的

新海岸法（平成11年）

防護

環境 利用・砂浜の侵食やゴミ問題

・海域の汚損 etc

・海洋性レクリェーション需要の増大

　我が国の国土の約７０％は山林が占め、残りの約３０％の内、約１０％の洪水等が予想される地

域に人口の約５０％、資産の約７５％が集中しています。そのため、現在までは洪水や激浪などの

異常な天然現象から人命や財産を守る（防護）ための社会資本整備を第一に進めてきました。しか

し、近年の環境問題やレクリエーションの需要増大により、環境や利用の面にも対応した社会資本

整備が重要な課題となっています。

　そのため、宮崎県では、国の方針に基づき、環境や利用を考慮し、地域に即した「海岸保全基本

計画」を平成１５年３月に策定しました。

　計画変更に当たっては、学識経験者等からなる「宮崎県海岸保全基本計画学識者懇談会」を開催

するとともに、県民等からのパブリックコメントを実施するなど広く意見聴取を行い、その内容を

踏まえ計画を変更しました。

海 岸 保 全 基 本 計 画 の 策 定 の な が れ

　また、東日本大震災を教訓とした「レベル１津波対策」及び平成２６年の海岸法一部改正による

「海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項」を計画に位置づけるため、平成２７年３月に海岸保

全基本計画の変更を行いました。

計 画 変 更 に つ い て

海岸保全基本計画の策定のながれ

〔旧：農林水産省、 運輸省、 建設省共同策定〕

〔都道府県知事〕
〔海岸管理者〕

〔旧： 環境庁、 国土庁、 文部省〕

海岸保全基本方針

（海岸保全の基本理念）

海岸保全基本計画

（防護、 環境、 利用の基本的事項）

関係行政機関の長

施設の整備に関する事項の案

計画決定

関　係　住　民

学　識　経　験　者

関　係　市　町　村　長

関　係　海　岸　管　理　者

総合的な海岸管理の実施

下水処理場

海岸保全基本計画



海岸事業

 34

宮 崎 県 の 海 岸 保 全 の 方 向 性

　宮崎県は「太陽と緑の国」と呼ばれるように美しい自然環境に恵まれ、「神話と伝説のふるさと」と

称されるように史跡や神話などが数多く残されています。

　そのような特性を踏まえ宮崎県の海岸保全の方向性を定めています。

< 海岸保全の方向性 >< 海岸保全の方向性 >

　人にとっても、自然にとっても、安全・安心・快適・豊かな環境が守られ、

人と人、人と自然、自然と自然が集い来て『驚き・潤い・癒し・学び・喜び』を

共有できる、くつろぎ・活力の交流空間としての日向の海岸づくり

　○災害に強い安全・安心の地域社会を実現するため、環境や利用に配慮しながら、

施設の計画的な整備を一層進めます。特に、防災上の機能と併せて、人と海とのふれ

あいやアカウミガメなど多様な生物の生息・生育・産卵の場である砂浜については、

その保全と回復を主体とした整備をより一層推進します。

※「日向灘沿岸海岸保全基本計画」の詳細な内容についてはホームページ

（http: / /www.pref .miyazaki . lg. jp/kasen/shakaik iban/kaigan/20150531184425.html）

をご覧下さい。

　○日向灘沿岸の優れた海岸景観については、今後とも保全と創出に努めるととも

に、希少又は多様な動植物の生息・生育の場である砂浜、岩礁、河口域、干潟などの

自然環境を良好な状態で守っていきます。

　○子供から高齢者まで多くの人が『驚き・潤い・癒し・学び・喜び』などを求めて集

い、そして、その交流により地域も豊かさを実感できるくつろぎ・活力の交流空間づ

くりを一層進めるとともに、多様な海岸利用の増進を図ります。

ひむか
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　宮崎海岸の侵食対策については、平成20年度から国が抜本的侵食対策に着手し、「砂浜を回復し浜

幅50ｍを確保する」ことを目標として、宮崎海岸をどの様に未来に引き継いでいくのか、市民・行政

・専門家など、みんなで考え、みんなで談義し、お互いに納得できる手段等の事業の方向性を見出す

場である宮崎海岸市民談義所で談義をしながら対策を進めています。

詳しくは、下記国土交通省宮崎河川国道事務所ホームページをご覧ください。

　海岸事業とは、高潮、波浪、津波などによる被害から海岸を防護したり、海岸の環境や利用を考慮した

整備を行うなど、国土の保全を目的とした事業です。

　交付金事業では、海岸侵食の著しかった住吉海岸（宮崎市）において、波浪を抑えたり、土砂の流出を

防止するための施設（離岸堤等）の整備を行い、県の事業区間については平成２３年に完成しました。現

在は国が宮崎海岸の侵食対策として突堤等の整備を進めているところです。その他、施設の老朽化がみ

られる伊比井海岸、風田海岸、平山海岸の３海岸において、施設の機能回復及び強化を図る事業を実施

し、その内平山海岸は平成２８年に完成しました。

　また、県単事業では、台風等により海岸に漂着した流木やゴミを除去し、海岸環境の維持を行ってい

ます。

海岸メンテナンス事業（Ｒ４～）

環境整備事業（Ｈ６完）

海岸侵食対策事業（Ｈ２３完）

海岸事業

補助事業

県単事業

環境

http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/ ホームページ  宮崎海岸 Publication

宮崎海岸（大炊田地区、石崎浜地区、住吉地区）の侵食対策

海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

住吉海岸（宮崎市）

風田海岸（日南市） 平山海岸（日南市）

海岸侵食対策
事業

宮崎県で行われている海岸事業

< 海岸保全の方向性 >

海岸事業

保全
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浸水被害を防止するための河川改修や災害の予防及び拡大を防止するために、危険箇所の対策を実施します。

大根川（日南市）

木材を活用した工法による河川整備を行うことにより、周辺の環境や景観と調和した川づくりを推進します。

また、県産材を利用し、木材振興に寄与します。

【木製校倉式護岸工】内山川（宮崎市高岡町）

河川管理のコスト縮減と地域と協働した河川管理を行うために、堤防など河川の草刈りを地元自治会等に実施

○宮崎県企業協働アダプト制度
　 河川の堤防や道路などの公共土木施設の一定区間を地域団体や民間企業が「養い親（アダプト団体）として
愛情と責任をもって清掃活動を継続的に行っていくボランティア制度です。宮崎県では平成２９年度より施行
として実施しています。

してもらい、その活動に対して報奨金を交付する制度を展開してます。

亀田川（宮崎市） 益安川（日南市）

　県単事業では、地域の要望に応えるために、河川改良事業、自然災害防止事業に取り組んでいます。

また、河川管理施設の適切な維持管理や河川環境の保全のために河川修繕事業や木材を活かした川づ

くり、河川環境整備等に取り組んでいます。

　 さらに、河川パートナーシップ事業により、地域と協働した河川管理を行っています。

大根川（日南市）

着手前 完成後

着手前 完成後

河川パートナーシップ事業

木材を活かした川づくり

河川改良事業、自然災害防止事業
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令和7年度　事業箇所一覧

事業

種別

1 深年川 国富町

2 祝子川 延岡市

3 広渡川 日南市

4 戸高川 日南市

5 酒谷川 日南市

市向日川耳6

7 三財川 西都市外

8 一ツ瀬川 西都市外

9 宮田川 高鍋町

10 小松川 宮崎市

11 花の木川 都城市

12 天神川 串間市

13 情報基盤整備 管内一円

14 追手川 西都市外

15 浦尻川 延岡市

16 浦上川 延岡市

17 掘削・樹木伐採 管内一円

地震・高潮対策河川事業 18 沖田川外 宮崎市外

市向日川耳91

20 横市川 都城市

21 山田川 都城市

22 戸高川 日南市

23 五十鈴川 門川町

24 小松川 宮崎市

25 新別府川防潮水門 宮崎市

26 追手川排水機場 宮崎市

27 熊野川排水機場 宮崎市

28 六田川排水機場 宮崎市

29 小松川分流水門 宮崎市

30 飯田川排水機場 宮崎市

31 戸高川排水機場 日南市

32 庄手川防潮堰 日向市

33 浜川防潮水門　 延岡市

34 蛇谷川排水機場 延岡市

土地利用一体型水防災事業 35 耳川中流 美郷町

海岸 海岸メンテナンス事業 36 田吉海岸 宮崎市

37 松尾ダム 木城町

38 渡川ダム 美郷町

39 綾南ダム 小林市

40 綾北ダム 小林市

41 立花ダム 西都市

42 岩瀬ダム 小林市

43 長谷ダム 西都市

44 田代八重ダム 小林市

ダム管理設備更新

ダム管理設備更新

ダム ダムメンテナンス事業

ダム管理設備更新

ダム管理設備更新

ダム管理設備更新

施設の修繕等

L=0.7km、輪中堤、宅地嵩上げ

施設の老朽化対策

ダム管理設備更新

ダム管理設備更新

ダム管理設備更新

河川メンテナンス事業

施設の修繕等

施設の修繕等

施設の修繕等

施設の修繕等

施設の修繕等

施設の修繕等

施設の修繕等

施設の修繕等

施設の修繕等

樋門自動可、堤防嵩上

大規模特定河川事業

橋梁架替

掘削、護岸

掘削、護岸

掘削、護岸

掘削、護岸

掘削、護岸

L=2.3km、掘削、築堤、護岸

総合流域防災事業

L=3.6km、掘削、築堤、護岸

L=1.0km、築堤、護岸

情報基盤機能強化

L=2.8km、掘削、築堤、護岸

L=1.6km、掘削、築堤、護岸

L=4.3km、掘削、築堤、護岸

L=1.1km、掘削、護岸

掘削・樹木伐採

河川

広域河川改修事業

L=8.5km、掘削、築堤、護岸

L=9.3km、掘削、築堤、護岸

L=15.9km、掘削、築堤、護岸

L=4.0km、掘削、築堤、護岸

L=3.9km、掘削、築堤、護岸

L=17.8km、掘削、築堤、護岸

L=21.8km、掘削、築堤、護岸

L=20km、掘削、築堤、堤防補強

事業名
箇所
番号

河川名等
（工区名）

市町村名 事業内容
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浦尻川
総合流域防災事業

耳川

宮田川
広域河川改修事業

追手川
総合流域防災事業

総合流域防災事業

深年川
広域河川改修事業

小松川

横市川

広域河川改修事業

広渡川

天神川

総合流域防災事業

立花ダム
ダムメンテナンスダムメンテナンス事業

一ツ瀬川
広域河川改修事業

田吉田吉海岸
海岸メンテナンス事業海岸メンテナンス事業

新別府川防潮水門
河川メンテナンス事業河川メンテナンス事業

浦上川浦上川
総合流域防災事業

綾北ダム
ダムメンテナンスダムメンテナンス事業

綾南ダム
ダムメンテナンスダムメンテナンス事業

岩瀬岩瀬ダム
ダムメンテナンスダムメンテナンス事業

庄手川防潮堰
河川メンテナンス事業河川メンテナンス事業

浜川防潮水門
河川メンテナンス事業河川メンテナンス事業

五十鈴川五十鈴川
大規模特定河川大規模特定河川事業

大規模特定河川大規模特定河川事業

広域河川改修事業

大規模特定河川大規模特定河川事業
広域河川改修事業

山田川山田川
大規模特定河川大規模特定河川事業

大規模特定河川大規模特定河川事業

祝子川
広域河川改修事業

蛇谷川排水機場蛇谷川排水機場
河川メンテナンス事業河川メンテナンス事業

追手川排水機場追手川排水機場
河川メンテナンス事業河川メンテナンス事業

六田川排水機場六田川排水機場
河川メンテナンス事業河川メンテナンス事業

熊野川排水機場熊野川排水機場
河川メンテナンス事業河川メンテナンス事業

松尾松尾ダム
ダムメンテナンス事業ダムメンテナンス事業

3939

2020

6

1

4444 田代八重田代八重ダム
ダムメンテナンスダムメンテナンス事業

1717

酒谷川
広域河川改修事業
5

1414

1111

3030

情報基盤整備情報基盤整備

総合流域防災事業総合流域防災事業

1515

掘削・樹木伐採掘削・樹木伐採

総合流域防災事業総合流域防災事業

1919

沖田川外沖田川外

地震・高潮対策河川事業地震・高潮対策河川事業

2121

2727

小松川分流水門川分流水門
河川メンテナンス河川メンテナンス事業

3434

1616

8

9

1313
1212

3737

1818

3838

1010

2626

2424

2222

2323

2

3

戸高川
広域河川改修事業

戸高川排水機場
河川メンテナンス事業河川メンテナンス事業

大規模特定河川大規模特定河川事業

3636

4

2525

2828

3131

3333

飯田川排水機場飯田川排水機場
河川メンテナンス事業河川メンテナンス事業

3535
3232

4141

三財川7

2929

4242

渡川渡川ダム
ダムメンテナンス事業ダムメンテナンス事業

4343

耳川中流耳川中流
土地利用一体型水防災事業土地利用一体型水防災事業

4040

長谷長谷ダム
ダムメンテナンス事業ダムメンテナンス事業

〔管内一円〕〔管内一円〕

花の木川
総合流域防災事業

浦尻川
総合流域防災事業

耳川

宮田川
広域河川改修事業

追手川
総合流域防災事業

総合流域防災事業

深年川
広域河川改修事業

小松川

横市川

広域河川改修事業

広渡川

天神川

総合流域防災事業

立花ダム
ダムメンテナンス事業

一ツ瀬川
広域河川改修事業

田吉海岸
海岸メンテナンス事業

新別府川防潮水門
河川メンテナンス事業

浦上川
総合流域防災事業

綾北ダム
ダムメンテナンス事業

綾南ダム
ダムメンテナンス事業

岩瀬ダム
ダムメンテナンス事業

庄手川防潮堰
河川メンテナンス事業

浜川防潮水門
河川メンテナンス事業

五十鈴川
大規模特定河川事業

大規模特定河川事業

広域河川改修事業

大規模特定河川事業
広域河川改修事業

山田川
大規模特定河川事業

大規模特定河川事業

祝子川
広域河川改修事業

蛇谷川排水機場
河川メンテナンス事業

追手川排水機場
河川メンテナンス事業

六田川排水機場
河川メンテナンス事業

熊野川排水機場
河川メンテナンス事業

松尾ダム
ダムメンテナンス事業

39

20

6

1

44 田代八重ダム
ダムメンテナンス事業

17

酒谷川
広域河川改修事業
5

14

11

30

情報基盤整備

総合流域防災事業

15

掘削・樹木伐採

総合流域防災事業

19

沖田川外

地震・高潮対策河川事業

21

27

小松川分流水門
河川メンテナンス事業

34

16

8

9

13
12

37

18

38

10

26

24

22

23

2

3

戸高川
広域河川改修事業

戸高川排水機場
河川メンテナンス事業

大規模特定河川事業

36

4

25

28

31

33

飯田川排水機場
河川メンテナンス事業

35
32

41

三財川7

29

42

渡川ダム
ダムメンテナンス事業

43

耳川中流
土地利用一体型水防災事業

40

長谷ダム
ダムメンテナンス事業

〔管内一円〕

花の木川
総合流域防災事業
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地震・高潮対策河川事業位置図

浦尻川
総合流域防災事業

耳川

宮田川
広域河川改修事業

追手川
総合流域防災事業

総合流域防災事業

深年川
広域河川改修事業

小松川

横市川

広域河川改修事業

広渡川

天神川

総合流域防災事業

立花ダム
ダムメンテナンス事業

一ツ瀬川
広域河川改修事業

田吉海岸
海岸メンテナンス事業

新別府川防潮水門
河川メンテナンス事業

浦上川
総合流域防災事業

綾北ダム
ダムメンテナンス事業

綾南ダム
ダムメンテナンス事業

岩瀬ダム
ダムメンテナンス事業

庄手川防潮堰
河川メンテナンス事業

浜川防潮水門
河川メンテナンス事業

五十鈴川
大規模特定河川事業

大規模特定河川事業

広域河川改修事業

大規模特定河川事業
広域河川改修事業

山田川
大規模特定河川事業

大規模特定河川事業

祝子川
広域河川改修事業

蛇谷川排水機場
河川メンテナンス事業

追手川排水機場
河川メンテナンス事業

六田川排水機場
河川メンテナンス事業

熊野川排水機場
河川メンテナンス事業

松尾ダム
ダムメンテナンス事業

39

20

6

1

44 田代八重ダム
ダムメンテナンス事業

17

酒谷川
広域河川改修事業
5

14

11

30

情報基盤整備

総合流域防災事業

15

掘削・樹木伐採

総合流域防災事業

19

沖田川外

地震・高潮対策河川事業

21

27

小松川分流水門
河川メンテナンス事業

34

16

8

9

13
12

37

18

38

10

26

24

22

23

2

3

戸高川
広域河川改修事業

戸高川排水機場
河川メンテナンス事業

大規模特定河川事業

36

4

25

28

31

33

飯田川排水機場
河川メンテナンス事業

35
32

41

三財川7

29

42

渡川ダム
ダムメンテナンス事業

43

耳川中流
土地利用一体型水防災事業

40

長谷ダム
ダムメンテナンス事業

〔管内一円〕

花の木川
総合流域防災事業



みやざき「ｂｙ ALL」 
流 域 治 ⽔ ロ ゴ マ ー ク の 作 成

（宮崎県オリジナル）

流域治⽔出前講座の開催 (R6.8)

（⼤淀川こどもサミット⼤会）

流域治⽔出前講座の開催 (R6.10)

（⼤淀川フェス 2024 〜⽔辺の⽂化祭〜）

流域治⽔ツアーの開催 (R6.11)

（宮崎｢橋の⽇｣実⾏委員会との協働）








